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＜第２部パネルディスカッション＞ 

   座 長    東京都特定機能病院医療連携推進協議会会長  大 道  久 

          日本大学医学部教授 

   パネリスト  社団法人東京都医師会副会長         野 中   博 

東邦大学医学部付属大森病院院長       小 山  信 彌  

内藤病院院長（東京都病院協会常任理事）   内 藤 誠 二  

消費生活アドバイザー            坂 本 憲 枝 

 

◆特定機能病院医療連携推進協議会における検討経緯について 

  

  
1977年に東京大学大学院を修了。国立病院医療センター臨床研究部医用生体工学室

長、日本大学医学部病院管理学教室助教授を経て、1989年から日本大学医学部社会医
学講座医療管理学部門教授を務められている。 

 現在は、厚生労働省の独立行政法人評価委員、日本医療機能評価機構評価委員長、日
本病院管理学会理事長等をされており、東京都関連では社会福祉審議会の委員等をさ
れている。 

 

 それでは、これからパネルディスカッションを開始させていただきますが、開催に先

立ちまして、私の方から若干の経緯のご説明などをさせていただきます。 

 先ほどは野村講師から大変興味深いお話を承りました。また、野村講師ご自身がこの

協議会の一メンバーでもいらっしゃいます。今日、これから若干ご紹介する、私ども東

京都特定機能病院医療連携推進協議会のセカンドオピニオンに関する定義といいますか、

共通理解あるいは共通認識というものの策定にもかかわっていただいた経緯がございま

す。 

 冒頭のごあいさつにもございましたように、セカンドオピニオンにつきましては、我

が国ではそれぞれのそのお受けとめのあり方、あるいは制度上の対応、さらに具体的に

このセカンドオピニオンという用語、言葉はそれなりに使われ始めておるんであります

けれども、例えば東京都が行政でどう対応するか、あるいは私ども協議会でもこの問題

をどういうふうに対応して、都民の皆さん方の適切な医療の受け方などに資するかとい

うことで、いろいろと議論を進めてまいりました。ここ約１年前後、５回の協議会の中

で、この問題について一定の方向性を出したいということで検討を進めてまいったわけ

でございます。現段階で当協議会として、これはあくまでも特定機能病院のお集まりで

もございます。そこに東京都医師会、あるいは東京都の中の一部の病院のお立場の方々

にも加わっていただいて、現段階でのセカンドオピニオンというものを協議会として、

あるいは、あえて言うと、特定機能病院、大学病院としてどういうふうに受けとめて、

どういう理解で対応していったら適当であるかと、こういう趣旨でまとめたものがござ

大道 久 座長経歴 



 

 
 

2 

主治医は、患者さんがセカンドオピニオンを希望する場合、セカンドオ主治医は、患者さんがセカンドオピニオンを希望する場合、セカンドオ
ピニオン実施医療機関の情報を提供しピニオン実施医療機関の情報を提供し､､患者さんの選択に協力する。患者さんの選択に協力する。
なおなお､､ご家族が希望する場合はご家族が希望する場合は､､患者さん本人の意思に基づいている患者さん本人の意思に基づいている
ことを原則とする。ことを原則とする。

主治医は、患者さんまたはご家族がセカンドオピニオンを希望する場主治医は、患者さんまたはご家族がセカンドオピニオンを希望する場
合、セカンドオピニオン実施医療機関が診断・治療に関して適切な意合、セカンドオピニオン実施医療機関が診断・治療に関して適切な意
見・助言を行うために必要な診療情報・検査所見・画像データ等の資見・助言を行うために必要な診療情報・検査所見・画像データ等の資
料を可能な限り提供する。患者さんまたはご家族は、セカンドオピニオ料を可能な限り提供する。患者さんまたはご家族は、セカンドオピニオ
ンを受ける際に、この資料を持参する。ンを受ける際に、この資料を持参する。

セカンドオピニオン実施医療機関は、セカンドオピニオンを実施する際、セカンドオピニオン実施医療機関は、セカンドオピニオンを実施する際、
治療行為治療行為((投薬・処置等投薬・処置等))を行わない。を行わない。

患者さんは、セカンドオピニオン終了後、原則として主治医に戻ること患者さんは、セカンドオピニオン終了後、原則として主治医に戻ること
とし、セカンドオピニオン実施医療機関は、セカンドオピニオンの内容とし、セカンドオピニオン実施医療機関は、セカンドオピニオンの内容
を主治医に提供する。を主治医に提供する。

東京都特定機能病院医療連携推進協議会における東京都特定機能病院医療連携推進協議会における

「セカンドオピニオン」についての共通認識「セカンドオピニオン」についての共通認識

います。これをこのパネルディスカッションの冒頭にご紹介をいたしまして、後ほどの

議論に役立てていただきたいと、このように思っております。 

 それではスライドを準備して

ございますので、よろしくお願

いいたします。 

 ここにもございますけれども、

当協議会としては、まず主治医

は患者さんがセカンドオピニオ

ン、これを受けたいとご希望に

なった場合については、セカン

ドオピニオン実施医療機関、こ

ういう実施をしている医療機関

の情報をしっかり提供すると。

その上で、患者さんの選択に協力をすると、こういうしっかりとした姿勢を持ちたいと

思います。 

 またご家族が希望する場合については、患者さんご本人の意思に基づいていること、

これを原則としたいと、このように考えております。 

 ２番目は、主治医は、患者さんまたはご家族がセカンドオピニオンを希望する場合、

セカンドオピニオン実施医療機関が診断・治療に関して適切な意見・助言を行うために

必要な診療情報、主としてカルテですね、それに検査所見、画像データなど、必要な資

料というものをできるだけ、可能な限り提供すると、これが前提といいますか、そうい

うことをする必要がある。患者さんは、あるいはご家族は、セカンドオピニオンを受け

る際には、この資料を持参していただくと、こういうことでございます。後ほどいろい

ろ議論が出てまいると思いますが、資料が適切にしっかり整っていればいるほど的確な

ご相談に応ずることができる、あるいはセカンドオピニオンを実施することができると、

こういうことでございます。 

 次に、セカンドオピニオン実施医療機関は、セカンドオピニオンを実施する際には、

治療行為、お薬を出す、投薬、あるいは何がしか処置をするということは行わない。こ

ういうことをしっかりと共通理解として受けとめたいと思います。 

 ４番目は、患者さんは、セカンドオピニオンを終了した後に、原則として主治医に戻

ると、こういうことにいたしたいと。セカンドオピニオン実施医療機関は、セカンドオ

ピニオンの内容、こういうセカンドオピニオン、意見を、患者さんあるいは家族に提供

したという、その内容を主治医の方にしっかりと提供すると、こういうことにしたいと

思います。 

 これらを患者さん、主治医あるいはセカンドオピニオンを実施するそれぞれの立場が

共通に理解することによって、より適切なセカンドオピニオンという仕組みを有効に機
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能させることができると、こういうふうに考えたいと思うんですね。セカンドオピニオ

ンの実施というのが、主治医と患者さんの適切な関係、あるいはしっかりとした信頼関

係をより強固にするためにこういうふうな仕組みというものを運用していくことが非常

に重要であるというのが私どもの共通理解、共通認識に至った、こういう経緯でござい

ます。 

 それで本日は、さまざまなお立場の４人のパネリストの方にご出席をいただいており

ますので、それぞれのお立場から、セカンドオピニオン実施に当たって、かくありたい

と望んでおられることを１０分程度お話いただきます。そして、今、ご紹介いたしまし

た共通認識を参考にしながらパネルディスカッションを進めていきたいと、こういうこ

とに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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セカンドオピニオンの推進セカンドオピニオンの推進

～患者が選択できる開かれた医療に向けて～

平成平成1515年度医療連携講演会年度医療連携講演会

東京都医師会

野中 博

診療情報の提供に対する指針診療情報の提供に対する指針
「第「第22版」版」

平成平成1414年年1010月月 日本医師会日本医師会

◆パネリスト講演 

（１）野中 博 講師講演  

  

  
1972年に東京医科大学を卒業後、1985年に野中医院を開設。1987年から浅草医師会

の理事を務め、1989年から同会会長に就任。また、同年より東京都医師会の地域医療
推進委員会の委員、委員長を歴任し、1997年から東京都医師会理事となり、2003年４
月より同会副会長に就任。 
東京都関連では、東京都保健医療計画推進協議会委員等をされている。 

 

  今、大道座長からも少しお話がありま

したが、セカンドオピニオンで一番難し

いのは、セカンドオピニオンを患者さん

たちが希望されることと思います。希望

されることに対して、医師としても患者

さんにはっきりと希望していただきたい

のが私たちの願いでございます。 

その辺を少しお話ししたいと思います。

その前にご紹介がありましたように、私

も１３年間大学の医師として主に人工透析の仕事をしておりました。地域で開業して、

現在も人工透析の仕事をしています。大学病院にいるときは、患者さんの治療に対し

て、患者さんに、どこで治療されるか、あるいは治療の選択について、患者さんに簡

単に説明して同意していただいて、治療を受けていただくことが常でした。その後、

診療所で、患者さんに導入方法や治療法など選択をしていただくようにお話ししたと

き、非常に患者さんが納得して、喜んでくださったことを経験しました。やはり患者

さんの治療に対する選択も重要だと感じております。 

私も、医師としても患者さんに選択していただくことがいかに重要かを、大学病院

の医師から改めて診療所の医師になった

ときに気づきました。そのときに、患者

さんが言われたことは、「先生が言って

くださったので、私は先生にお任せする

ことでいいと思ったんですけれども、家

に帰ってみたら、家族から、そんな小さ

な診療所で治療を受けるよりも、大きな

病院に行って治療を受けなければだめだ

と言われた」と、そのことを私にはっき

りと言ってくださったんです。私は、その時、自分は診療所の医師だということを初

野中 博 講師経歴 
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11 基本理念基本理念
1－1 この指針の目的
日本医師会は、医師が診療情報を積極

的に提供することにより、患者が疾病と診
療の内容を十分に理解し、医療の担い手
である医師と医療を受ける患者とが、共同
して疾病を克服し、医師、患者間のより良
い信頼関係を築くことを目的として、会員の
倫理規範の一つとして、この指針を制定す
る。日本医師会のすべての会員は、この目
的達成のために、この指針の趣旨に沿って
患者に診療情報を提供する。

付；指針の実施にあたって留意すべき点付；指針の実施にあたって留意すべき点

指針１ｰ１関係指針１ｰ１関係

１．この指針が働く場合１．この指針が働く場合

第一次的には、日常診療の中で起きる第一次的には、日常診療の中で起きる
診療情報の提供、診療記録等開示の問題診療情報の提供、診療記録等開示の問題
を扱う。第二次的には、日常診療が継続しを扱う。第二次的には、日常診療が継続し
ている場合に、患者が転医し、あるいは他ている場合に、患者が転医し、あるいは他
の医師の意見を求めたいと望んだ場合のの医師の意見を求めたいと望んだ場合の
情報提供、診療記録等開示の問題を扱う。情報提供、診療記録等開示の問題を扱う。
裁判問題を前提とする場合は、この指針裁判問題を前提とする場合は、この指針
の範囲外であり指針は働かない。の範囲外であり指針は働かない。

めて認識できました。患者さんと一緒になってお話をすることができた。患者さんが

率直にお話をしていただけたことが基本になっていると思います。 

 それでは、私ども医師が、どのような姿勢で、患者さんに治療の内容を、情報提供

しているかを少しお話ししたいと思います。 

 次のスライドをお願いします。 

 医療の現場で患者さんを診させていただいて、そして、患者さんに対して情報を提

供していくか。日本医師会では「診療情報の提供に対する指針」を平成１４年１０月

に出しました。これは第２版です。それに基づいて私どもは、医療の現場では患者さ

んに対して情報提供をしていますので、それをご説明したいと思います。 

 その次をお願いいたします。 

 この診療情報の提供に対する指針には次の様に記載されています。日本医師会は医

師が診療情報を積極的に提供することにより、患者さんが疾病と診療の内容を十分に

理解し、医療の担い手である医師と医療を受ける患者さんとが共同して疾病を克服し、

医師、患者間のよりよい信頼関係を築くことを目的として、会員の倫理規定の１つと

してこの指針を制定する。日本医師会の

すべての会員は、この目的達成のために、

この指針の趣旨に沿って患者さんに診療

情報を提供するということが、まず基本

の目的と基本理念です。この指針の改定

に携わった者として、ぜひ患者さんにも

理解していただきたいのは、患者さんが

診療の内容を十分に理解し、そして、医

療の担い手である医師と医療を受ける患

者さんとが共同して疾病を克服し、医師、患者さんのよりよい信頼関係をつくるとい

うことを目的として私たちは患者さんに対して情報を提供するという部分をぜひご理

解いただきたいと思います。 

 その次をお願いいたします。 

 この指針の実施に当たって留意すべき

点というところで、このことに関しての

注意書きがあります。この指針が働く場

合は、第一次的には、日常診療の中で起

きる診療情報の提供、診療記録等の開示

の問題を扱います。第二次的には、日常

診療が継続している場合に、患者さんが

転医し、あるいは他の医師の意見を求め

たいと望んだ場合の情報提供、診療記録
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４４ 医師相互間の診療情報の提供医師相互間の診療情報の提供

44－－11 医師の求めによる診療情報の提供医師の求めによる診療情報の提供

aa 医師は、患者の診療のため必要がある医師は、患者の診療のため必要がある
ときは、患者の同意を得て、その患者を診ときは、患者の同意を得て、その患者を診
療した若しくは現に診療している他の医師療した若しくは現に診療している他の医師
に対して直接に、診療情報の提供を求めに対して直接に、診療情報の提供を求め
ることができる。ることができる。

bb 前項の求めを受けた医師は、患者の同前項の求めを受けた医師は、患者の同
意を確認したうえで、診療情報を提供する意を確認したうえで、診療情報を提供する
ものとする。ものとする。

説明と同意説明と同意（インフォームドムコンセント）（インフォームドムコンセント）

医療は、患者さんと医療従事医療は、患者さんと医療従事

者との共同作業であり、適切な者との共同作業であり、適切な
医療が提供されるには、患者医療が提供されるには、患者
さんが疾病に関する診断や治さんが疾病に関する診断や治
療について、理解し選択に基療について、理解し選択に基
づく納得が必要です。づく納得が必要です。

等開示の問題を扱います。裁判問題を前提とする場合は、この指針の範囲外であり、

この指針は働きませんと書いてあります。 

 私たちの診療の情報の中で提供するものは何かですが、医師は患者さんに対して適

切に懇切に診療情報を説明して提供するように努める。そしてもう一つ、診療情報は

口頭による説明、あるいは説明文書の交付、そして、診療記録等の開示など、具体的

状況に即した適切な方法により提供するということがこの診療情報の提供の中にあり

ます。 

 その次をお願いいたします。 

 医師相互間の診療情報の提供については、このように書いてあります。医師の求め

による診療情報の提供。医師は、患者の診療のため必要があるときは、患者の同意を

得て、その患者を診療した、もしくは現に診療している他の医師に対して直接に診療

情報の提供を求めることができる。 

ｂ 前項の求めを受けた医師は、患者

の同意を確認した上で診療情報を提供

するものとするとなっています。 

 細かなことは避けますが、診療中の

患者に対する診療情報の説明・提供は、

おおむね次に掲げる事項を含むものと

するとして、現在の症状及び診断名、

予後、処置及び治療の方針、処方する

薬剤については、薬剤名、服用方法、効能、特に注意を要する副作用、代替的治療法

がある場合には、その内容及び利害得失。手術や侵襲的な検査を行う場合には、その

概要、危険性、実施しない場合の危険性、合併症の有無、もう一つ、患者が知らない

でいたい希望を表明した場合には、これを尊重するというふうになっており、診療情

報を提供する場合には、この辺を注意となっております。 

 次をお願いいたします。 

 先ほども述べましたように、医療は、患者さんと医療従事者の共同作業であります。

適切な医療が提供されるには、患者さん

が疾病に関する診断や治療について理解

し、そして、選択に基づいた納得が必要、

これが説明と同意です。そこに私どもが

いつも気をつけなければならないのは説

明と、そして同意とともに、そこに選択

という視点が入るということです。現在、

説明して、納得させてしまっている部分

が、現在の医療において反省しなければ
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セカンドオピニオンセカンドオピニオン

セカンドオピニオンは、元来セカンドオピニオンは、元来
説明と同意（インフォームドコン説明と同意（インフォームドコン
セント）の一環であり、医療機セント）の一環であり、医療機
関は患者さんの自己決定権を関は患者さんの自己決定権を
育むためにも積極的に取り組育むためにも積極的に取り組
む認識が必要である。む認識が必要である。

多職種（協力）医療従事者（命令）チーム

社会（生活）病院（施設）場所

障害
（日常生活動作ADLの維持）

疾患

（生理的正常の維持）

対象

自立健康目標

生活の質向上疾病の治療・救命目的

生活（QOL)モデル医療モデル

医療モデル医療モデル→→生活モデル生活モデル

ならないことと思います。改めて、繰り返しますが、医療は患者さんと医療従事者と

の共同作業であることの認識、そして、適切な医療が提供されるには、患者さんが疾

病に関して、診断や治療について理解し、選択に基づいて納得しているかの認識が必

要です。 

 その次をお願いいたします。 

 セカンドオピニオンは、本来、説明と同意、いわゆるインフォームド・コンセント

の一環でありまして、医療機関は患者さんの自己決定権を育むためにも積極的に取り

組む認識が必要であります。セカンドオピニオンは、ややもすると説明と同意が得ら

れないことによって、患者さんが希望されて、そしてセカンドオピニオンを得るとい

うように理解をされがちですが、ある面では、説明と同意の一環として、患者さんに

積極的にセカンドオピニオンを提供して

いく医療機関の姿勢が大事と思います。

それはまさに患者さんの自己決定権を育

むことです。 

ただし、患者さんの自己決定権として

ご自分で判断して決定する事は、現在の

情報ではなかなか難しいことです。患者

さんの自己決定権をどの様に支援すると

して、医師がセカンドオピニオンに対し

て積極的に取り組む視点もあると思います。 

現在、セカンドオピニオンで、費用設

定の問題があります。しかし、患者さん

がセカンドオピニオンを得たい場合に適

切に費用を設定することは、大事と思い

ますが、原点として、セカンドオピニオ

ンは、元来、説明と同意との一環である

ことを、認識して設定すべきと思います。 

 次をお願いいたします。 

 これは今日のセカンドオピニオンとは

多少違いますが、患者さんに対して説明と同意を行う際に、医療従事者も、そして患

者さんの方々にも理解していただきたいのは、従来の医療は、いわゆる左側の医療モ

デルの中で医療が行われていた。すなわち、目的は、疾病の治療・救命、そして健康

に戻す。そして対象は疾患であり、場所は病院、そして、医療従事者の命令・指示で

それを行うということです。しかし、実際に患者さんが本当に得たい説明と納得の中

には、病気の治療内容もありますが、治療後に、たとえ、障害を持っても、社会でど

うやって暮らしていくか、そして、生活での質をどう担保されるのかどうか、それま
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でも含めた、いわゆる説明と同意が必要ということを知らなければならないと思いま

す。一方で、医療モデルにおいて専門医の先生方には頑張っていただきたい。そして、

生活モデルでは、私どもかかりつけ医が、患者さんを支援する関係も必要だろうと思

います。医療連携推進とは、この医療モデルと生活モデルにおいて医師等が役割分担

するかにその成果がかかっているのではないでしょうか。 

 その次をお願いいたします。 

 これはきょう、お手元に差し上げました「賢い患者さんのお医者さん選び」という

パンフレットを見てください。この最後のページにございます。これは約５年前に東

京都で医学会総会が行われたときに、医学の展示コーナーがありまして、東京都医師

会のこの展示コーナーの、パネルの最後の部分です。いわゆる「医者にかかる１０箇

条」は、インフォームド・コンセント、医師による説明と患者さんの理解・選択に基

づく同意を患者さんの側から普及することを願って作成されたものです。患者さんが

自分の望む医療を選択して治療を受けるためには、まず「いのちの主人公、からだの

責任者」としての自覚が大切です。そのためにどのような心構えで医療を受ければい

いのかを１０項目にまとめましたと。これは厚生省の中で、患者さんの団体とそして

病院の先生方が一緒になってつくられました。 

 この中に書いてあることは、先ほど野村講師もお話になりました、私たち医師が患

者さんとまずあいさつをすることから始めるということも含めてあります。やはりそ

こで、患者さんもセカンドオピニオンを欲しいと希望されるときは遠慮なく言ってい

ただきたい、その気持ちを込めて、きょう、この図表を持ってきました。ぜひ「賢い

患者さん」のパンフレットも後ほど参照し

ていただけたらと思います。 

 以上、セカンドオピニオンの原則的なこ

とだけお話させていただきました。 

 どうもご清聴ありがとうございました。 



 

 
 

9 

特定機能病院としてのセカンド特定機能病院としてのセカンド
オピニオンの取り組みオピニオンの取り組み

東邦大学医学部付属大森病院東邦大学医学部付属大森病院

小山信彌小山信彌

特定機能病院とは特定機能病院とは

•• 高度の医療を提供する高度の医療を提供する

•• 高度の医療技術の開発、評価を行う高度の医療技術の開発、評価を行う

•• 高度の医療に関する研修を行う高度の医療に関する研修を行う

現在全国に医学部附属病として現在全国に医学部附属病として8080
医療センターとして医療センターとして 22
東京都に東京都に 1313

セカンドオピニオンの考え方セカンドオピニオンの考え方

•• 患者中心の医療患者中心の医療

•• 開かれた医療開かれた医療

•• セカンドオピニオン対する要望セカンドオピニオン対する要望

•• 特定機能病院におけるセカンドオピニオン特定機能病院におけるセカンドオピニオン

（２）小山 信彌 講師講演  

  

  
1972年に東邦大学医学部を卒業、同年同大学の研修医となる。1974年同大学研究生

となり、その後、助手、講師、助教授を経て、1995年に心臓血管外科学教室教授に就
任、現在に至る。また、1997年東邦大学医学部付属大森病院副院長に、2000年病院長
に就任。2002年から同病院救命救急センター部長兼任。 
東京都関連では、特定機能病院医療連携推進協議会委員をされている。 
現在は、病院長としてセカンドオピニオンの導入を積極的に推進されている。 

 

  特定機能病院としてセカンドオピニ

オンをどう考えていくかということに

ついて、先ほど大道座長からもお話が

ありましたとおり、約１年間にわたっ

ていろいろ議論を重ねてまいりました。 

 まず特定機能病院って、一体何とい

うお話になるかと思いますけれども、

特定機能病院というのは、一応簡単に

お話ししますと、この三つ、高度がつ

く３つのこと、高度な医療、高度な医

療技術の開発、それから研修という、

この３つの項目をする病院というふう

に一応定められております。全国の医

学部を持っている付属病院として８０、

それから医療センターとしては２つが

ございます。東京都には１３ありまし

て、これに都立病院、それから学識経

験者も含めまして、我々は約１年間に

わたってセカンドオピニオンをどうい

うふうにとらえていったらいいかとい

うことの話し合いをしてまいりました。 

 セカンドオピニオン、今、基調講演

でもありましたとおり、どういうふう

に考えていくかということですが、患

者中心の医療、これは患者中心の医療

というのは私が卒業したころからずっ

と叫ばれておりましたが、それなりに

小山 信彌 講師経歴 
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共通認識共通認識 11

•• 主治医は、患者さんのセカンドオピニオン主治医は、患者さんのセカンドオピニオン

に協力するに協力する

––病気について十分話をする病気について十分話をする

––患者さんからの質問に十分答える患者さんからの質問に十分答える

–– こころよく情報の提供こころよく情報の提供

共通認識共通認識 22

•• 医師は可能な限り資料を提供する医師は可能な限り資料を提供する

––診療情報診療情報

––検査所見検査所見

––画像データ画像データ

目的（セカンドオピニオン）目的（セカンドオピニオン）

•• 患者さんの患者さんの自己決定権自己決定権を支えるを支える

•• 患者さんと主治医の患者さんと主治医の信頼関係信頼関係をを

強固にする強固にする

努力をしてまいったと思います。ただ、開かれた医療ということに関しては、日本独

自の、いわゆるパターナリズムという医療関係の中で、「先生に全部お任せするから

いいわ」という時代から、少しずつ変遷をしているのではないかと思っております。

そういうところからセカンドオピニオンに対する要望が出てまいりまして、今回特定

機能病院としてはどういうふうに考え、どういうふうに具体的に動いていこうかとい

うことになりました。 

 この１３の特定機能病院と、それから

都立病院が集まりまして、まず、このセ

カンドオピニオンの目的は何だろうかと

いうふうに考えたときに、この２つが上

げられました。それは、患者さんの自己

決定権を支えるのがこの目的であると。

つまり、患者さんが自分でどういう治療

をしていくかということを選ぶ権利があるんですよと。そのお手伝いをしましょうと。

それからもう一つは、患者さんと主治医の信頼関係を強固にしたい。これは基調講演

でもありましたし、今、野中講師のお話にもあったとおり、どうも患者さんと主治医

の信頼関係に少し亀裂が生じているようなことが多々ありそうだということでもって、

この２つをこのセカンドオピニオンで何とか埋めることができないだろうかというよ

うな考え方をしております。 

 先ほどの大道座長のお話にもありま

したように、４つの共通認識を持って

おります。そのうちの１つ、簡単にお

話ししていきますと、主治医は患者さ

んのセカンドオピニオンに協力すると

いうこと。これはその前にやはりイン

フォームド・コンセントという話がず

っと続いておりますが、どうも患者さ

んと医者との話が十分できていないん

じゃないか、病気について十分話をし

てください。それから患者さんからい

ろいろ質問を受けた場合には、十分に

それに答えてあげてください。それで

セカンドオピニオンを希望する場合に

は、心よく情報を提供してくださいと

いうのが、まず我々が最初にやらなければならないことであると思います。 

 それから共通認識として、２番目として、もしそのようなことが患者さん側から求
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セカンドオピニオンセンターセカンドオピニオンセンター
の設立の設立

•• 東京都特定機能病院会議の中での提案東京都特定機能病院会議の中での提案

•• 都民からの要望が強い都民からの要望が強い

•• 開かれた患者中心の医療の提供開かれた患者中心の医療の提供

共通認識共通認識 44

•• 原則として主治医に戻す原則として主治医に戻す

––主治医との信頼関係主治医との信頼関係

–– セカンドオピニオンの内容をフイードバックセカンドオピニオンの内容をフイードバック

共通認識共通認識 33

•• セカンドオピニオンにおいては治療行為をセカンドオピニオンにおいては治療行為を

行わない行わない

––治療行為とは検査、投薬、処置治療行為とは検査、投薬、処置

医療相談窓口医療相談窓口

•• 当初は有料医療相談（セカンドオピニオン）当初は有料医療相談（セカンドオピニオン）

として発足予定であった。として発足予定であった。

•• 準備委員会にて「セカンドオピニオンセン準備委員会にて「セカンドオピニオンセン

ター」とすることになる。ター」とすることになる。

められたら、心よく、可能な限り資料を提供しましょう。診療情報であったり、検査

所見であったり、画像データであったり、こういうものをすべて提供いたしましょう。 

 ３つ目の認識において、セカンドオ

ピニオンにおいては治療行為はしない。

つまり治療はしない。つまり、検査と

か投薬とか、処置はしない。お話を聞

いて、相談をするという認識でセカン

ドオピニオンをしましょうということ

になりました。 

 それからこれは少しいろいろ異論が

あることがあるかと思いますけれども、

また後の討論の中でも出てくると思い

ますけれども、今回我々がセカンドオ

ピニオンを受けた場合には、原則とし

て主治医に戻しましょう。それで主治

医との信頼関係を築くことが本来の目

的でありますので、主治医に戻しまし

ょう。先ほどの基調講演でもありまし

たとおり、セカンドオピニオンの内容

をフィードバックすることによって、

我々医療サイドもブラッシュアップす

ることができるのではないかという認

識でもって、このような４つの共通認

識を持つことになりました。 

 このような話を受けまして、非常に

都民の皆様からの要望が強いというこ

とで、また開かれた患者中心の医療の

提供をしたいという東京都の強い要望

がありまして、我々の病院でもセカン

ドオピニオンセンターを設立しようと

いうことになりました。 

 約１年をかけて、いろいろな話し合

いをしてまいりました。当初、私がお

話を聞いたときには、医療相談窓口、

有料医療相談、セカンドオピニオンを

括弧にして入れて発足したらどうだろうかという、ちょっと安易な考え方で、実は会
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東邦大学大森病院における東邦大学大森病院における
共通認識共通認識

•• 患者さんと主治医の信頼関係を強固にする患者さんと主治医の信頼関係を強固にする

•• 患者さん本人の意志に基づいて行う患者さん本人の意志に基づいて行う

•• 治療行為は行わない治療行為は行わない

•• 原則として元の主治医に戻す原則として元の主治医に戻す

当院におけるセカンドオピニオン当院におけるセカンドオピニオン

•• 患者さん自身による医療機関の選択患者さん自身による医療機関の選択

•• 患者さん自身による治療の選択患者さん自身による治療の選択

•• 特定機能病院としてのお手伝い特定機能病院としてのお手伝い

•• サービスのひとつサービスのひとつ

相談者相談者

•• 原則として専門の診療部長が行う原則として専門の診療部長が行う

•• 適した人材がいない場合は院外に適した人材がいない場合は院外に

を発足いたしました。ところが、実際に中で話をしていきますと、いや、実は、我々

は今、外来の中でセカンドオピニオンをいっぱい受けているんだと。ただ、その患者

さんが来られると、先ほどもお話ししたとおり、３０分あるいは１時間かかってしま

う。外には患者さんが山のように待っている。患者さんも、我々も何となくお尻が落

ち着かない。だから、セカンドオピニオンをぜひやりましょうよという意見が多かっ

たです。準備委員会においては、これはもうセカンドオピニオンセンターとして設立

した方がずっとすっきりするであろうということでもって、セカンドオピニオンセン

ターというものを設立することで決まりました。 

 我々の大学病院における共通認識とし

ては、やはり１番目は患者さんと主治医

の信頼関係を強固にすることを第一の目

的とする。これがとても大事なことだと

思うんですけれども、あくまでも本人の

意思に基づいて行いたい。あとの２つは、

先ほどお話ししたとおり、治療行為は行

わないことと、原則としてもとの主治医

に戻そうという、一応これが私たちの共

通認識で動き出しました。 

 当院においては、患者さん自身による

医療機関を選択していただく。それから

患者さん自身による治療の選択のお手伝

いをする。これは特定機能病院としての

１つのお手伝いであり、また病院として

のサービスの一環としてこれを行ってい

こうということになりました。 

 一応、今回のお手元にお配りしてあり

ます資料の中に、我々のところのパンフ

レットが入っておりますので、それを見

ていただければ大体おわかりになると思

いますが、簡単にご説明いたしますと、

相談者は原則として専門の診療部長が行

います。先ほどの基調講演でもありまし

たとおり、１５年から２０年選手がこれ

には当たるということになっております。もし特殊な疾患で適した人材がいない場合

には、院外にも相談の人として求めますよということもつけ加えてございます。 
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相談に必要な資料相談に必要な資料

•• 主治医からの紹介状主治医からの紹介状

•• 相談に必要な検査データ相談に必要な検査データ

対象者対象者

•• 原則患者さん原則患者さん

•• 家族が希望するときは患者さんの家族が希望するときは患者さんの

意志に基づく意志に基づく

相談内容相談内容

•• 治療に関する相談治療に関する相談

•• 前向きのセカンドオピニオン前向きのセカンドオピニオン

•• 医療費、医療訴訟、医療給付に関し医療費、医療訴訟、医療給付に関し

ては除外ては除外

 対象患者さんは、このパンフレットには

一応家族と書いてありますが、私は原則は

患者さんだというふうに思っております。

ただ、患者さんが来られないこともありま

すが、もし家族が希望するときは患者さん

の同意がどうしても必要であるというふう

に考えております。 

 相談内容なんですけれども、ここら辺の

ところで少し皆様方と意識の違うところが

出てまいるかもしれません。とりあえず今

回私どもが考えているセカンドオピニオン

は、治療に関する相談であるというふうに

考えております。しかも前向きのセカンド

オピニオンという言い方をさせていただき

ました。これは、これから治療をするには

どういう方法があって、どれを選ぶかということに対するセカンドオピニオンであっ

て、この反対が後ろ向きのセカンドオピニオンということなんですけれども、そうす

ると、それは今まで治療した行為がよかったのか、悪かったのかという質問ではない

ということですね。これからの前を見据えたセカンドオピニオンというとらえ方をし

ております。医療費であるとか、あるいは医療訴訟であるとか、医療給付に関しては、

ここから除外をしないと、とてもじゃない

けれども話が尽きなくなってしまうだろう

ということになりました。 

 相談に必要な資料は主治医からの紹介状

と相談に必要な検査データということです

けれども、これはある意味で相談を受ける

方はハードルになるかもしれません。ただ、

私どもとすれば、より有意義な相談をする

ためには、やはりこれは持ってきていただ

きたいというふうに考えております。後で

もって実際の経験をお話いたしますけれど

も、その中でもって、場合によっては必ず

しも紹介状がなくても受けなくてもならな

いかなという認識も持っております。 

 私どもの申し込み方法は、医事課の窓口

がありまして、ここに２名の専属のセカン

申し込み方法申し込み方法

•• 医事課窓口医事課窓口

•• 完全予約制完全予約制

•• 時間帯は月、水、金の午後時間帯は月、水、金の午後

•• 場所は通常の外来を利用場所は通常の外来を利用
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１ご相談の目的

２患者様の今までの経過

３患者様の現在の状況 （ 入院中 ・ 通院中 ・ 在宅 ）
病名： 知っている ・ 知らない ・ 分からない
歩行： 一人で歩ける ・ 歩けない
食事： 普通に食べられる ・ 少し食べられる ・ 食べられない
主な訴え：

その他の状況：

４入院先または通院先
所在地：
病院名：

電話： （ ）

電話： （ ）
相 談 者
住 所

有・無

資料患者様と
の

続 柄

相 談 者
氏 名

M・T・S・H 年
月 日

（ 歳）
生年月日

患 者 様
の

お 名 前

申込書申込書

内容内容

１ ご相談の目的

２ 患者様の今までの経過

３ 患者様の現在の状況 （ 入院中 ・ 通院中 ・ 在宅 ）
病名： 知っている ・ 知らない ・ 分からない
歩行： 一人で歩ける ・ 歩けない
食事： 普通に食べられる ・ 少し食べられる ・ 食べられない
主な訴え：

その他の状況：

４ 入院先または通院先
所在地：
病院名：

電話： （ ）

開設後の実績開設後の実績

•• 電話問い合わせ電話問い合わせ 55 件件

症例症例 11

•• 患者さんの奥様患者さんの奥様

•• 病名がつかない病名がつかない

•• 呼吸器内科部長との面談決定呼吸器内科部長との面談決定

•• 当日キャンセル当日キャンセル

料金料金

•• 基本料金基本料金 ３０分３０分 １０，０００円１０，０００円

•• 延長料金延長料金 ３０分３０分 ３，０００円３，０００円

ドオピニオンの話を聞く事務員がおりま

す。これが受けて、完全予約制で、時間

帯は月・水・金の午後、場所は通常の外

来を一応利用してスタートするというこ

とになりました。もしあふれるようにい

っぱい来れば、これはこれなりに考えな

ければならないということでもって、と

りあえず動き出して、それから考えよう

という形でもってスタートいたしました。 

 一応、基本料金、３０分、１万円で、

延長料金は、３０分、３，０００円とい

うことで設定させていただきました。こ

れもやはり患者さん側にとっては１つの

ハードルになるかもしれませんけれども、

これだけのお金を出すんだから、それな

りの準備、それだけの覚悟をしてこよう

というお願いをすることと、受ける側も、

これだけのお金を取るんだから、ちゃん

と相談内容に応じて事前に勉強をしてお

いてくださいということにもなるという

形でもって設定いたしました。申込書は、

こういう申込書があるんですけれども、

内容については、相談の目的、今までの

経過、現在の状況、入院先、こういうこ

とを書いていただきまして、ファクスで

送っていただいて、それによって相談す

るドクターを決めて時間を決めるという

手続になっております。約１カ月間たち

ましたが、今まで５件の問い合わせがあ

ります。１つ１つ、５件ですのでお話を

進めたいと思います。 

 まず最初の１は、症例という言い方は

ちょっと不適切かもしれませんが、どう

も学会上、そういう言い方をさせていた

だきます。最初のあれは、患者さんの奥
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症例症例 22

•• 患者さんの奥様患者さんの奥様

•• 口腔外科に入院中口腔外科に入院中

•• 申込書の提出をお願いする申込書の提出をお願いする

•• 連絡なし連絡なし

症例症例 33

•• 患者本人患者本人

•• 紹介状とデータをお願いする紹介状とデータをお願いする

•• 紹介状は不可能とのこと紹介状は不可能とのこと

•• 初診で当院を受診することとなる初診で当院を受診することとなる

症例症例 44

•• 患者さんの娘さん患者さんの娘さん

•• 父親が癌の診断を受けた。父親が癌の診断を受けた。

•• 余命余命33ヶ月と診断される。ヶ月と診断される。

•• 申し込みより申し込みより11週間後の予約となる。週間後の予約となる。

•• 来院来院22日前に永眠される日前に永眠される

様からで、どうも病名がはっきりしない。どうも呼吸器、胸が悪いみたいなんだけれ

ども、病名がつかないのでぜひ相談したいということでもって、呼吸器内科部長との

面談が決まりまして、日にちも決まりまして、さあ、きょう来るかなと思いましたら、

当日キャンセルがありました。よく話を聞いてみますと、セカンドオピニオンを受け

たいというお話をしたら、そんなことならもっとお話をしますよということで、どう

も主治医と患者さんの関係がいい関係になって、あえて相談しなくてもいいというよ

うな状況に陥ったようであります。 

 それから２つ目は、口腔外科に入院中の

患者さんの奥様からの相談でありまして、

申込書の提出をお願いしたが、今のところ、

ちょっと連絡がありません。 

 それから３番目は、これもやはり問題の

ところなんですけれども、患者本人からだ

ったんですけれども、紹介状とデータをお

願いしたけれども、ちょっと紹介状はもら

いにくい、どうももらえそうもない。いろ

いろ窓口の者が相談をいたしましたところ、

どうもその患者さんと主治医が、その患者

さんがその主治医を気に入らない。気に入

らないという表現はちょっとおかしいんで

すけれども、どうも合わない。それならば、

初診として当院を受診されたらいかがです

かということでもって、この方はいわゆる

初診という形でもって受診することになり

ました。 

 それから４番目は、これは患者さんの娘

さんで、お父さんががんの診断を受けて、

もうあと３カ月だと言われたので、これか

らの治療方針について相談をしたいという

ことでもって申し込みの１週間で予約がと

れたんですけれども、来院される２日前に

永眠されてしまいました。 
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問題点（患者サイド）問題点（患者サイド）

•• セカンドオピニオンの意味セカンドオピニオンの意味

•• 十分な意思疎通できない医師十分な意思疎通できない医師→→バツバツ

•• セカンドオピニオンに応じない医師セカンドオピニオンに応じない医師→→バツバツ

•• 患者さんは医師を選べることを再認識患者さんは医師を選べることを再認識

問題点（医療サイド）問題点（医療サイド）

•• 患者さんとの意思の疎通に勤める患者さんとの意思の疎通に勤める

•• セカンドオピニオン対する理解セカンドオピニオン対する理解

症例症例 55

•• 患者さんの奥様。患者さんの奥様。

•• 主治医の紹介状が難しい。主治医の紹介状が難しい。

•• 紹介状が取れたら受診したい。紹介状が取れたら受診したい。

 それから最後の５番目の患者さんは、主

治医の紹介状がどうもやはり難しい。もし

紹介状がとれたら受診したいということで

もって、現在、紹介状待ちという状況でお

ります。 

 以上、５つ、たった５つなんですけれど

も、ここら辺のところから少しかいま見ま

すと、まず医療サイドにおきましては、患

者さんとの意思疎通にやはりもっと努める

必要があるだろうという気がいたします。

そういう雰囲気を我々はやはりこれからつ

くっていかなければならないだろう。それ

からセカンドオピニオンに対する理解を

我々がいろいろな学会とか、あるいは研究

会の中でもう少し声高々にいろいろ言って

いく必要があるだろうということを感じま

した。 

 それから一方、では患者さん側に何か問

題がないだろうか、何かこういうことをし

たらということでもって考えました。 

 まず、セカンドオピニオンの意味につい

てよく理解していただきたい。私たちは前

向きのセカンドオピニオンは喜んで受けた

いと思います。まず、先ほどの基調講演に

もありましたとおり、十分意思の疎通がで

きないようなお医者さんにはバツをくれて、

次の病院へ移るしかないと思います。これはセカンドオピニオンではないです。これ

はこの患者さんが、私は自分として信用できないと言うのだとしたら、これはセカン

ドオピニオンではなくて、その次の先生をぜひ探してください。ただ、この先生は無

口でおっかなそうでということをよく聞きますけれども、私も体格が大きいし、顔も

余りいい方じゃないものですから、結構怖がられるところがあるんですけれども、話

ししてみると意外と言われることもあります。そんなことでもって、一見怖そうでも、

話ししてみると意外と優しい先生はいっぱいいますので、どうか勇気を持って、ちょ

っと勇気を持ってお話をしてみると、この一番最初の相談例みたいな形でもって、意

外と話がスムーズに行くこともありますので、ちょっと勇気を持って、その先生と話

をしていただければと思います。 
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 また先ほどのシンポジストの野中講師からもお話があったとおり、ちょっとしたき

っかけでもっていい関係を築くこともできると思います。 

 それからセカンドオピニオンの話をしたら、もうお医者さんが横を向いちゃって、

何だというような態度を示すのだったら、これももうバツであると。もうこれは私の

主治医としては合わないというふうに理解していただいて、その次の自分に合った先

生を探すということをしていただきたいと思います。 

 ただ、このときに、医療情報が、今、いろいろ出ておりますが、一番問題なのはラ

ンキングであります。ランキングに惑わされることなく、ご自分の目で見て、ご自分

の耳で聞いて、あるいはご自分で診察をしてもらって、この先生が信頼できるかどう

かを、ぜひ自分の体の五感すべてを使って感じ取って自分の主治医を決めていただき

たいと思います。 

 我々は患者さんを選ぶことはありませんが、患者さんは医師を選べる権利があるこ

とを再認識していただきたいと思います。これが我々と患者さんの関係をよりよくす

るためのセカンドオピニオンであるというふうに私は考えております。 

 以上、私どもが考えておりますセカンドオピニオンと、たった１カ月でありますけ

れども、その経験についてお話をさせていただきました。 

 ご清聴、どうもありがとうございました。 
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―セカンドオピニオンの推進―
～患者が選択できる開かれた医療に向けて～

セカンドオピニオンへ送り出す側として

内藤病院院長 内藤誠二

平成１５年10月１１日（土）
都庁都民ホール

医療法人社団 温光会 内藤病院

開 設 昭和15年８月

所 在 地 東京都渋谷区初台１－35-10

病 床 数 ５３床

診 療 科 目 内科・外科・胃腸科・呼吸器科

整形外科・乳腺科・放射腺科
麻酔科・生活習慣病科

常 勤 医 師 外科２名 内科２名

非 常 勤 医師 ９名

職 員 数 ５３名(医師を除く）

平均在院日数 ２０．１日

病床 稼働 率 ７３％（平成14年度）

内 藤 病 院

地域における医療連携

特定機能病院

総合病院

専門病院

在宅医療

介護施設

慢性期病棟

診療所

（３）内藤 誠二 講師講演  

  

 
  1987年に昭和大学大学院を修了。その後、同大学の外科学教室助手を経て、1990年
内藤病院副院長に就任。1995年院長となり現在に至る。東京都病院協会常任理事のほ
か、地区医師会、全日本病院協会の各種委員を務められている。 

 外科学会認定医、乳癌学会認定医として診療にあたる一方で、在宅医療の後方支援、
介護施設の連携を含めて、地域における医療連携を積極的に行っている。 

  

 私はこの会におきまして、セカンドオ

ピニオンにつきまして、セカンドオピニ

オンへ送り出す側として、私の病院を中

心としましてお話をさせていただきたい

と思っております。 

 送り出す側としましては、私の病院と

いうか、医療機関がどういうものである

かを簡単にご紹介しておきたいと思いま

す。 

 次をお願いいたします。 

 私どもの病院は、ここから歩いて約

２０分の初台というところにあります。

５３床の急性期病院であります。診療

科目としては、主に一般内科、一般外

科を中心としております。そこに乳腺

科、生活習慣病科とあり、本来の標榜

科目と言われているものとはちょっと

異なりますが、院内の掲示としては、

患者さんに対してわかりやすく、このよ

うな表示をさせていただいております。

常勤の医師は、外科が２名、内科が２名

という小さな病院、職員数５３名、平均

在院日数は約２０日前後であります急性

期の病院であります。 

 次のスライドをお願いします。 

 病院の性格としましては、地域のかか

りつけ病院ということを第一に上げてお

ります。かかりつけ病院といいますと、

内藤 誠二講師経歴 
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やはりその地域において中核的な病院というのを考えております。とりあえずご紹介

をいただいたり、患者さんに来ていただいて、その中から我々の専門として十分拝見

できる疾患については、当院で治療をしていきます。ただ、我々の専門とは少し異な

っている、さらには、うちではできないような治療の疾患に関しましては積極的に特

定機能病院ですとか、総合病院、専門病院に紹介していきます。それからさらには、

先ほどご紹介がありましたように、慢性期病棟ですとか、介護施設、在宅医療という

ことで、本当に四方にわたって連携なくして成り立っていくことのできない病院でご

ざいます。ですから、先ほどのお話の中では、残念ながらセカンドオピニオンに対し

ての紹介状ですとか、情報提供ができないというようなお話がありましたけれども、

でき得る限り紹介状をお書きしたり、情報提供ということに務めております。 

 またそういった中で、先ほどお話ししました、私どものところでできない治療に関

しましては、テーマになっておりますセカンドオピニオンということではなく、紹介

ということで、情報診療提供書をお書きして、データをお渡しして、専門施設へご紹

介しておりますが、消化器系の疾患に関しましては、私どもの出身の大学と連携をし

て、地域で適切な質の高い治療をするということを心がけております。そういった中

で、例えば胃がんの患者さんがいらっしゃって、では、こういう治療が必要であり、

こういう検査をして、こういう手術をしましょうというお話をさせていただいたとき

に、やはりいらっしゃった方の中では、町のこういう小さな病院で、こういう診断を

受けたり、こういう治療を受けて本当に安心なんだろうかと。それから場合によって

は、もう既にそういった治療を開始している、それから手術は終わって、抗がん剤、

化学療法を現在受けてはいただいているんだけれども、どうしても皆さんの中には治

療が長くなってくると、この治療法でいいのであろうかというようなことが我々主治

医と患者さんの間でも話として出てきます。それから我々も、やはりどうしても立場

的にそういった皆さんの心配を敏感に感じ取って、場合によってはセカンドオピニオ

ンという言葉はまだ余り使ったことはありませんけれども、専門の先生にも相談して

意見を聞いてきますかというようなことを促すような形をとらせていただいておりま

す。 

 そういう部分においては、今回のセカンドオピニオンということは、非常に私ども

病院にも関係してくることでありますし、それから当院で受けていただいている治療

がもし不十分であれば、それに対して特定機能病院からアドバイスをいただいて、さ

らに継続して治療を受けていただくということもあり、セカンドオピニオンそのもの

は、ある意味では患者さんとの信頼関係とともに、我々のような病院の質を高める 

１つの手段になっていくのではないかと思って大変期待しております。 

 ただ、そういった中で、セカンドオピニオンを、特定機能病院ですとか、専門施設

にお願いする、もしくは本来のセカンドオピニオンとはちょっと違うかもしれません

が、通常の外来に受診してもらい、患者さんが帰ってきて話を聞いたりした中で、セ
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セカンドオピニオンを実施する側に望むこと

・セカンドオピニオンを受けるに適切な医療機関

・セカンドオピニオンを専門とする外来

・ガイドラインに沿った内容

・紹介側との信頼関係

カンドオピニオンをやっていただく側に、幾つか私どもとしてはご希望したいことが

あります。もちろん我々も気をつけないといけないこともありますけれども、それに

ついて感じたことを幾つか述べさせていただきます。 

 次のスライド。 

 まず、ときどきほかの医師の意見を聞

いてみたいと言って、聞きに行ったら、

どうも友人の医師ではあるけれども、随

分科が違う医師に意見を聞いてきて、何

か的外れなことを覚えていらっしゃると

いう方が中にいらっしゃいます。それか

らやはり同じ外科の医師、消化器外科の

医師といっても、それぞれ少しずつ専門

が違いますので、例えばの話、専門の違う先生にご相談をされると、またそこで余計

情報が交錯してしまって、患者さんが実は余計に悩んでしまうということがあります。

ですから、私ども、セカンドオピニオンに送り出す側としましては、セカンドオピニ

オンを受けるに当たって適切な医療機関の選択ということが非常に大切になってくる

のではないかと思っています。 

 それからまた、その医療機関に行かれましても、通常の診察の合間でお話を聞く、

意見を聞くというのはやはりなかなか難しい。それから相談を受ける先生の方も、お

忙しい中で時間をとってお話をできないということになりますと、東邦大学付属大森

病院のようにセカンドオピニオンを専門とする外来に我々としては送り出していきた

いというように考えております。 

 また専門とする外来とはいいましても、治療内容について、そこの病院で得意な治

療についてお話をされてしまうと、実際には患者さんに対してそれが偏った情報にな

ってしまう可能性があります。スライドの３番目に、ガイドラインに沿った治療とい

うことがあって、このガイドラインという言葉も余り聞きなれないかとは思いますけ

れども、かわりに言いますと、標準的治療と言っていいかとは思います。実際にすべ

ての治療にガイドラインというもの、標準的治療というものがまだでき上がっている

わけではないと思いますけれども、まずは標準的治療についての話を進めていただく、

それによって同じ土俵で話が我々とできるような、そういった内容の相談の仕方をし

ていただきたいと思っております。 

 また今の話と重なりますけれども、我々の方も紹介側として患者さんと信頼関係を

つくってきている中でセカンドオピニオンをお願いするような形になりますので、実

際にセカンドオピニオンとして相談されているときには、その主治医と、もしくは紹

介側との信頼関係があるということを意識して相談を受けていただきたいと思ってお

ります。私どもにとっては非常に大切な一人一人の患者さんをセカンドオピニオンと
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患者さんに対して望むこと

・セカンドオピニオンについての正しい理解

・主治医との信頼関係

送り出す側として行うべきこと

・インフォームド・コンセントを初めとする情報の提供

・患者さんとの信頼関係の構築

してお願いしていきますので、信頼関係を十分つくった上でお願いしておりますので、

そこのところを良くくみ取って考えていただきたいと思っております。 

 また当然セカンドオピニオンといいますと、先ほどからお話が出ていますように、

特定機能病院ですとか、セカンドオピニオンを受ける側に対して我々が注文するだけ

ではなくて、受ける患者さんご自身ですとか、お願いする我々としても当然行ってい

くべきこと、気をつけていくべきことがあると思います。 

 次のスライドをお願いします。 

 まず患者さんに対して望むことは、セ

カンドオピニオンというものについての

正しい理解をしていただきたいと思いま

す。セカンドオピニオンというものの概

念につきましては、先ほどからのお話で

ある程度ご理解いただいているとは思い

ますけれども、決してセカンドオピニオ

ンが現在の主治医とうまくいかないから

ほかに行ってみたいということで使うものではないということですね。 

 それから今のお話もありましたけれども、つながりますけれども、主治医との信頼

関係があって、初めて有効なセカンドオピニオンができると思っております。その主

治医、先ほども話がありましたように、少しの勇気を持って主治医の先生にご相談い

ただく、今どき、情報提供のできない、データのお出しできないというのは、私ども

民間病院の一員としましては、そういったような先生がいらっしゃるということはち

ょっと残念なことでありますし、今、これだけ皆さんとの信頼関係を構築するという

ことに一生懸命になっている医療機関が多い中で、みずから信頼関係を壊してしまう

ような、そういうようなことを行ってしまう医療機関ですとかドクターは非常に残念

だと思いますけれども、さらにそれに対してでもなるべく患者さんの方から一歩踏み

出してお願いする、もしくはご相談していただくというようなこと、これは非常に大

切だと思います。結構お話を聞いていますと、皆さんの中では余り相談したいとかと

いう意思表示がされない中で、ドクター

が説明してくれないとか、どうなってい

るんだろうかというようなことを悶々と

考えていらっしゃる方が結構いらっしゃ

ることに最近気がついております。一言

言っていただくだけでまた新しい展開が

あると思いますので、ぜひその辺のとこ

ろはよろしくお願いしたいと思います。 

 送り出す側として、つまり私どもの立
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場でありますけれども、これはもうやはり、今の全く逆です。私どもとしては、患者

さんが安心して医療を受けたり、一番必要なことは、その患者さん一人一人がお元気

になって、健康に戻られることが一番大切なことですから、決して我々が情報提供を

しない、もしくはほかへご紹介しないというようなことは現実にはあってはならない

ことだと思います。先ほど患者さんの皆様にもお願いしましたけれども、我々の方も

そういう意図をくみ取って、やはり早いうちにそういったインフォームド・コンセン

ト、さらにその上で必要であればセカンドオピニオンを行っていくという意味では、

情報の提供というのは我々としてはぜひ欠かせないものだと思います。 

 またそういった情報提供を行うことによって、患者さんと信頼関係がうまくできて

いくのではないかと。なかなか信頼関係というのはちょっとしたことで崩れていって

しまいます。例えば私のところでも、紹介状ですとか、データをお出ししますと、今、

お話をしましたけれども、皆さんの中には、今すぐ欲しいとか、すぐ行きたいとおっ

しゃる方が結構いらっしゃるんですが、どうしても今の医療制度の中では、院長であ

る私といえども走り回って仕事をしていかないと医療機関が成り立っていかない時代

になっております。そうした場合に、我々としては精いっぱいの努力をしているつも

りでも、皆さん側から見ればすぐに出してくれないということで、もしかしたらそれ

だけのことで信頼関係が壊れてしまうかもしれません。それだけデリケートなものだ

と思いますから、それを気をつけていかないと、実際には医療機関との信頼関係もで

きませんし、せっかくセカンドオピニオンという、これから医療機関と患者さんと、

新しい展開として信頼を築いていく方法ができ上がって、今、議論されている中で、

ちょっとしたその手前のことで信頼関係が壊れてしまうのは非常に残念なことではあ

ると私は思っております。 

 少しとりとめのないお話にはなってしまいましたけれども、この今、議論されてお

りますセカンドオピニオンが、新しい患者さんと医療機関との連携、それと、よりよ

い、質のよい医療を提供するという１つの方法としてこれから育っていくことを、そ

れから皆さんのご理解を得られることを切に希望しております。 

 どうもご清聴、ありがとうございました。  
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セカンドオピニオン

消費生活アドバイザー

坂本 憲枝

医療の受け手の現状

①情報がない
情報が少ない
情報が届かない
②医療は
サービスである

③もっと
聞いたり
相談したい

（４）坂本 憲枝 講師講演  

  

 
1970年日本女子大学を卒業後、特許や利用者サービスに係わる仕事を経て、1991年

から消費生活アドバイザーとして活動。患者の視点から「病院の待合室調査」や「か
かりつけ医についての調査」をまとめ、よりよい医療に出会うための活動を行ってい
る。医療グループあすか代表。 
現在は、厚生労働省の医療の規制改革に関する検討会委員、医療事故の全国的発生

頻度に関する研究運営検討委員会委員、日本医療機能評価機構評価委員等の各種委員
を務められている。東京都関連では、よりよい医療を考える会委員を務められた。 

消費生活アドバイザーの坂本と申します。

この資格は一般の消費生活の専門家という

キャッチフレーズで使っておりますが、私

はそれほどの専門家ということでもなくて、

実力もないのですが、この機会をいただき

ましたので、消費者、医療の受け手として

お話をさせていただきます。大きなポイン

トとして、まず医療の受け手がどういう状

況に置かれているのかということについて、

それから医療の受け手にとってセカンドオ

ピニオンは何なのか。私たちはセカンドオ

ピニオンに対して何を期待しているのか。

セカンドオピニオンとして今求められるこ

とは何か。この４点についてお話させてい

ただきます。 

 まず、現在置かれている医療の受け手が

どういう状況にあるかですが、２１世紀は

自己責任の時代と言われ、さまざまな分野

で規制が改革されています。自己責任とは、自分自身の責任において判断し、決定し

ていくことです。自分で責任がとれる、自立した消費者になれということです。消費

者にとっては難しい時代に突入したと言えます。自己責任をとるためには、判断のも

とになる情報や認識が必要です。この観点から、私たちに届く情報について見ると、

判断のもとになり得るような情報はたくさんあるのでしょうか。私たちが最も欲しい

医療の情報というのは、よい医者はどこにいるか、よい医療機関はどこにあるかとい

うことです。今はインターネットが発達して、時間と手段を持った人はかなりの情報

が入手できるようになっています。病院選びの本なども最近では異業種から売り出さ

れたりしていて、病気や治療の本からもたくさん入手できるようになっています。医

療機関も独自のホームページをつくっていますし、情報が氾濫していっていいかとい

坂本 憲枝講師経歴 
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うぐらいにたくさんあります。むしろ情報があって私たちはうれしいのですが、あり

過ぎてどれを信頼していいのかわからないといった状況が一方ではあります。 

 そこで私たちに届く医療の情報として、一番身近なものとして区市町村の広報とい

うものがあります。私は、この区市町村の広報の幾つかを友人から提供してもらって、

中身を調べました。この広報からは、肺がんとか胃がんなどのがん検診、成人・乳幼

児の健診、予防注射、夜間の当番医院、介護保険の手続、医療証の給付、生活に必要

不可欠な情報が網羅されています。しかし、医療を受ける際の受け方とか、かかりつ

け医の見つけ方、病院の選び方、医療機関が機能分化されていることとか、救急車の

利用の仕方など、私たちが医療を受ける上で知らなくてはならない情報はほとんどあ

りません。今日のテーマであるセカンドオピニオンについてもあるでしょうか。つま

り情報は一面では氾濫し、一面では偏ったり不足していて、本当に私たちが知らなく

てはならない情報や必要な情報がない、少ない、あるいは医療の受け手に届いていな

いという状況が見られます。医療についての情報は、私たちの身近に届いてこそ意味

があり、もっともっと環境整備が必要だと思います。これは、行政の方にお願いした

いと思っています。 

 ９５年の厚生白書で医療もサービスであると示されました。一般のサービス、例え

ばクレジットやエステ、金融、介護サービスと同種であるということになります。こ

れらのサービスは快適で合理的で、人々が望んで受けるサービスですが、医療サービ

スはサービスを受けるとき、いつも快適ではありません。体がきつくて、つらくて、

治してほしいから受けるわけです。精神的にも不安定で、余裕もなく、病気を治して

もらいたいという思いがあり、医療に過度の期待感を持ってサービスを受けます。そ

こでは医療が不確実なものも含むことなど、これっぽっちも考えていません。つまり、

医療サービスは無意識に望んでいないサービスであるため、理解しようとすることが

少ないと思います。今までずっとお任せ医療が当たり前で来ていましたので、私たち

自身も医療がサービスであるという意識から抜け出せないでいるのではないかと思い

ます。 

 一方、医療提供側も医療をサービスとして認識している医師や医療機関がふえてい

るとは思いますが、まだまだ認識が不足していると思われます。私たちが医療サービ

スを受けていての苦情やらトラブルが現実にはたくさんあります。東京都の患者の声

相談窓口に寄せられたたくさんの声の中にも、医療サービスの認識不足から起こる

諸々の苦情が多いと思われます。また診療の場面で見てみますと、私たちは診察を受

けることはごく日常的なことですが、診療を受けていて、医師が丁寧な説明をしてく

れていても、一度にすべて頭に入りません。説明の中に自分の気になることが１つで

もあると、それが気になり、それから先のことはほとんど聞けません。またそのとき

はわかったつもりでも、家に帰り、家族に聞かれると話せないことがよくあります。

しかし、現状では診察を受けながらしか医師に聞けないし、診察が終わったらもう一
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医療の受け手にとって

セカンドオピニオンとは何か

セカンドオピニオンに

何を期待するか

度聞いたり、相談するところがないのです。また幾ら医師が丁寧に説明をしても、私

たちが理解できなければ、これはインフォームド・コンセントが成立したということ

は言えません。ちょっとしたことがそのときに聞けたら、気になっていることが納得

できたら、心も落ち着きます。私たちは診察の場で、もっと気軽にわからないことや

疑問に思ったことを聞きたいし、相談できたらと思っています。 

 医療の受け手にとってセカンドオピニオンとは何かということになりますが、セカ

ンドオピニオンは先ほどからも講師の方の

丁寧なご説明がありましたので、皆さん、

もうおわかりだと思うんですが、主治医以

外の医師に診断や治療方針を聞くことです。

私たちはだれでも病気になります。風邪程

度なら、悪化させない限りセカンドオピニ

オンは不要です。しかし、がんや難しい病

気になったとき、私たち患者は、驚き、迷

い、その事実をどう受けとめていいかわか

らない状況になります。突然自分の命と対峙しなくてはなりません。現状では治療技

術や薬も日進月歩で、治療方法も幾つかあるのだと思います。１つの診断だけで決定

しないで、その病気と闘うために治療方法を選んだ方がいいのです。患者にとってセ

カンドオピニオンを聞くことは自分の生き方を選択することにつながる重要なことだ

と思います。 

 次に、セカンドオピニオンに何を期待し

ているのかということですが、私たちがセ

カンドオピニオンを求めるのは、自分の病

気のことや治療方法にどんなものがあるの

か、どうしたら治るのかということについ

て確かな診断が欲しいからです。最初の医

師から十分な説明があったとしても、患者

は不安で確認したいし、もう一度きちんと

した説明が欲しいものです。セカンドオピ

ニオンを受けるには、今現在、自分を診察している医師がきちんとその患者の思いを

理解してくれないと受けたくても受けられません。医師の気持ちを考えて言えなかっ

たり、やっとの思いで伝えたら怒られ、医師との関係が悪くなったりすることも多々

あります。自分がどう生きるかの選択につながるセカンドオピニオンを、もっとスム

ーズに受けることができたらと思います。セカンドオピニオンを求めるかどうか、医

師から聞いてほしいと思います。医師から聞いてもらえることは大きな意味での患者

サービスだと思います。セカンドオピニオンをもらうとき、私たちにはさらに覚悟が
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セカンドオピニオンに

求められること

必要であり、自分と対峙しなくてはなりません。セカンドオピニオンを受けることは、

自分で考え、自分の病気と向き合うことにつながります。すなわち私たちがお任せ医

療から脱却するための大きな手段になると思います。 

 セカンドオピニオンで求められることは何

かということですが、第一には情報の整備で

す。セカンドオピニオンをきちんと理解し、

セカンドオピニオンを受けるためにはどうし

たらいいのか、情報を整備して私たちに届け

てほしいと思います。現状ではどこに行って

いいのかわからないし、だれに相談していい

のかわからない状況で、知る手段もほとんど

ありません。同時に、セカンドオピニオンの

受け入れ機関がどこにあるのか、どんな内容で、診断はどこまでしてくれるのか、そ

の場合の料金はどのぐらいか、すべての病気を受け入れてくれるのかという具体的な

情報が欲しいと思います。それが患者というか、医療を受ける受け手にもっと簡単に

手に入るようでなければ、この制度は進まないと思います。 

 第二には、スムーズに運ぶシステムの確立です。私たちがセカンドオピニオンを受

けるためには、「医師の理解のもとに受けることができる」これがすごく大事だと思

います。セカンドオピニオンはカルテや検査などの診療情報の開示が前提となります。

カルテ等の診療情報の開示に向かっての枠組みができましたが、現状ではまだまだス

ムーズには運んでいません。医師から求めるかどうか聞いてもらい、患者が望んだと

きにスムーズに運ぶシステムの確立が求められます。 

 第三には、セカンドオピニオンを求めるのは患者の権利であると医師や医療機関が

理解してくれることです。今日、講師の方々のお話を聞きました。その講師の方々の

やっていらっしゃる病院では、実にその辺の理解が多いと思います。でも、東京に幾

つもある病院の中では、全部がそういうわけではないです。ですから、そのような医

師や医療機関の人たちに、もっともっと患者の権利であるということをきちんと認識

してもらいたいと思います。これらが少しずつ確立していけば、患者もお任せ医療か

ら脱却し、よりよい医療を受けることができると思います。 

 最後に、私たちがよりよい医療を受けるためには、やはり私たちが賢くなるしかな

いんですね。自分にとってこの病院がいいかどうか、その病院の姿勢とか、きちんと

見きわめるということが大事になると思います。それが私たちにとってよりよい医療

につながる１つの方法だと思っています。 

 ありがとうございました。 


